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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成28年8月18日(2016.8.18)

【公開番号】特開2015-91418(P2015-91418A)
【公開日】平成27年5月14日(2015.5.14)
【年通号数】公開・登録公報2015-032
【出願番号】特願2015-19600(P2015-19600)
【国際特許分類】
   Ａ４７Ｊ  31/44     (2006.01)
   Ｈ０４Ｑ   9/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ４７Ｊ   31/44     　　　Ｚ
   Ｈ０４Ｑ    9/00     ３０１Ｂ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年7月1日(2016.7.1)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ又は複数の飲料原料を処理して飲料を供給する原料処理装置（４０）であって、前
記原料処理装置及び／又は飲料調製処理のパラメータを測定するための複数のセンサを備
えている原料処理装置（４０）と、
　前記複数のセンサから情報を受信し、前記１つ又は複数の飲料原料の処理を制御するた
めに、双方向通信経路（４２１）を通して前記原料処理装置（４０）に接続されている制
御部（２１）と、
　外部ネットワーク（５０、５１１）と双方向通信するための通信モジュール（１１）と
、
　双方向データ通信経路（１１１）を通して前記通信モジュールに接続されている通信ユ
ーザインターフェース（１０）と、
を備え、
　データ送信制御信号を除いて、前記制御部（２１）は前記通信モジュール（１１）から
何のデータも受信しないように、前記制御部（２１）は、一方向データ通信経路（２１１
）を通して通信モジュール（１１）にデータを通信するように配置されていることにより
、前記制御部（２１）が、飲料調製に関する制御データ又はサービス処理に関する制御デ
ータを前記通信モジュール（１１）から受け取ることを阻止され、その結果、前記通信モ
ジュール（１１）は、前記原料処理装置を制御することを阻止される、飲料調製マシン（
１）。
【請求項２】
　前記制御部（２１）が、データを前記通信モジュール（１１）に通信するように構成さ
れ、当該データが、飲料調製処理、前記原料処理装置（４０）、飲料調製設定、及び／又
は前記制御部（２１）のうちの少なくとも１つに関するものである、請求項１に記載の飲
料調製マシン。
【請求項３】
　前記複数のセンサが前記通信モジュール（１１）に接続されていない、請求項１又は２
に記載の飲料調製マシン。
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【請求項４】
　前記制御部（２１）が飲料調製ユーザインターフェース（２０）に接続されている、請
求項１～３のいずれか一項に記載の飲料調製マシン。
【請求項５】
　前記飲料調製ユーザインターフェース及び前記通信ユーザインターフェースが並置され
ている、請求項４に記載の飲料調製マシン。
【請求項６】
　前記飲料調製ユーザインターフェース（２０）が前記通信ユーザインターフェース（１
０）と同一面にある、請求項５に記載の飲料調製マシン。
【請求項７】
　前記飲料調製ユーザインターフェース（２０）及び前記通信ユーザインターフェース（
１０）が単一のユーザインターフェース画面（２）に配置されている、請求項５又は６に
記載の飲料調製マシン。
【請求項８】
　前記原料処理装置（４０）、前記制御部（２１）、及び前記通信モジュール（１１）を
収容する筺体を備えている、請求項１～７のいずれか一項に記載の飲料調製マシン。
【請求項９】
　前記通信モジュール（１１）が、特定のサービスを実行するための要求、当該飲料調製
マシン（１）を修理するための要求、及び当該飲料調製マシンで処理される特定の原料に
関する情報のうちの少なくとも１つに関する情報を前記外部ネットワーク（５０、５１１
）から受信し、前記通信ユーザインターフェース（１０）を通して通信するように構成さ
れる、請求項１～８のいずれか一項に記載の飲料調製マシン。
【請求項１０】
　前記通信モジュール（１１）が、ユーザによる当該飲料調製マシン（１）の取扱いと、
広告と、飲料処理のための１つ又は複数の原料に関する一般的な情報と、前記飲料若しく
は前記飲料の調製若しくは前記飲料の消費に関する雰囲気を作るための視覚効果及び／又
は音楽と、ニュース及び／又は天気予報とに関する情報を前記外部ネットワーク（５０、
５１１）から受信し、前記通信ユーザインターフェース（１０）を通して通信するように
構成される、請求項１～９のいずれか一項に記載の飲料調製マシン。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５０】
　図３のアーキテクチャでは、制御部２１は、一方向データ通信経路２１１を通して通信
モジュール１１にデータを通信するように構成される。適切な通信を確保するために必要
な情報や信号のための要求、例えばデータ送信制御信号などを除いて、制御部２１は、通
信モジュール１１から何のデータも受信しないことになる。逆に、制御部２１から通信モ
ジュール１１に転送されるデータは、飲料調製処理、原料処理装置４０、制御部２１内に
格納される飲料調製設定、及び／又は、例えば、ネットワーク５１１に遠隔接続されるス
テーション５０であらゆる故障を確認することを考慮して、制御部２１の状況のうちの少
なくとも１つに関連することができる。
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